
（所在地） 青森市佃2丁目19番13号

政令第21条第7項に該当するファイル

（電算処理ファイル）

■有　□無

記録項目

（名称）　　保健部青森市保健所あおもり親子はぐくみプラザ

記録情報の経常的提供先

1 共通情報（受診日、医療機関コード、年齢、保護者の電話番号、転
入前受診）、2 健診結果（第子、在胎週数）、3 健診時の児状況（体
重、身長、カウプ指数、胸囲、頭囲）、4 診察（大泉門、頭部、眼、耳鼻
咽喉、口腔、頚部脊柱、胸背部、心音、腹部、泌尿生殖器、四肢、皮
膚、筋緊張、引き起こし反応、垂直抱き、パラシュート反応、ハンカチ
テスト、アイコンタクト、呼名反応、その他）、5 小児科診察（小児科医
師判定、疾病所見1～5）、6 保健師による観察（要観察有無、保健師
疾病所見1～5、保健相談指導結果、保健相談有無、保健相談内容1
～5）、7 備考、8 7か月児精検共通情報（結果入力日、精検区分1～
4）、9 健診結果（転入前受診）、10 小児科（受診日、医療機関コード、
年齢（受診日年齢）、精検結果、疾病所見1～5、請求年月日、請求金
額、備考）、11 整形外科（受診日、医療機関コード、年齢（受診日年
齢）、精検結果、疾病所見1～5、請求年月日、請求金額、備考）、12
耳鼻科（受診日、医療機関コード、年齢（受診日年齢）、精検結果、疾
病所見1～5、請求年月日、請求金額、備考）、13 眼科（受診日、医療
機関コード、年齢（受診日年齢）、精検結果、疾病所見1～5、請求年
月日、請求金額、備考）

個人情報ファイル簿（単票）

市長

保健部青森市保健所あおもり親子はぐくみプラザ
浪岡振興部健康福祉課

7か月児健康診査の結果を管理することにより、市民の健康状態を把
握し、個人の状況に応じた適切な指導を行うことで、市民の健康増進
を図るため。

個人情報ファイルの利用目的

7か月児健康診査ファイル個人情報ファイルの名称

実施機関の名称

個人情報ファイルが利用に
供される事務をつかさどる
組織の名称

備考

なし

7か月児健康診査の対象者

7か月児健康診査の受診票、医療機関からの提供

記録範囲

記録情報の収集方法

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別の
手続等

なし

要配慮個人情報が含まれる
ときは、その旨

含む

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

□法第60条第2項第2号

（マニュアル処理ファイル）（上記ファイルの利用目的及び記録の
  範囲内であるマニュアル処理ファイル）

個人情報ファイルの種別

■法第60条第2項第1号


